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100日以上75日以上
  100日未満

勤務日数区分 50日以上
   75日未満

シニア社員

シニアリーダー社員
（定年退職時資格級
がＬ１級、Ｌ２級
またはＰ級の場合）

シニアリーダー社員
（定年退職時資格級
がＭ１級、Ｍ２級
またはＳＰ級の場合）

現行

改正
44,000円

64,000円
72,000円

97,000円
100,000円

現行 57,200円 93,600円 130,000円

130,000円

改正 77,200円 118,600円 160,000円

現行 61,600円 100,800円 140,000円

改正 81,600円 125,800円 170,000円

100日以上75日以上
  100日未満

勤務日数区分 50日以上
   75日未満

シニア社員

シニアリーダー社員
（定年退職時資格級
がＬ１級、Ｌ２級
またはＰ級の場合）

シニアリーダー社員
（定年退職時資格級
がＭ１級、Ｍ２級
またはＳＰ級の場合）

64,000円 97,000円 130,000円

77,200円 118,600円 160,000円

81,600円 125,800円 170,000円

◎シニア基本給について

◎精励手当について

【解説】

　シニア・シニアリーダー社員の基本賃金・精励手当については、
働き方改革関連法案の同一労働・同一賃金の法改正を見据えて
議論してきたところであり、法改正を待つのではなく法改正に先ん
じて制度の見直しに向けた議論をすべきであると強く会社側に訴
えてきた。最終的には、我々の主張してきた働きがいやモチベー
ション向上につながる基本賃金への1,200円の増額（社員と同額）、
精励手当の基準額の増額、勤務成績額の見直し及び定年退職後
も引き続きシニア社員、シニアリーダー社員として再雇用される者
に対しても特別精励手当（結果としていわゆる「1回目の精励手当」
と同じ）が新設される回答があった。

◎特別精励手当の新設について 

 

１.支払範囲

１.シニア基本給

 

２.実施時期
　２０１８年４月１日以降、新たに開始となる勤務から適用する。

２.支払額

２.支払日
　（１）夏季精励手当　　　　２０１８年６月２９日とする。
　（２）冬季精励手当　　　　２０１８年１２月１０日とする。

３.支払日

３．実施時期
　・ 第１項第１号については、２０１８年６月に支払う夏季精励手
　  当より適用する。
　・ 第１項第２号及び第３号については、２０１８年１２月に支払う
　  冬季精励手当より適用する。

　シニア基本給に１，２００円の加算を行う。
　ただし、「年間所定労働日数がフルタイムより少ない場合」
又は「１日平均労働時間がフルタイムより短い場合」は、シニア
基本給に７２０円の加算を行う。

　２０１８年７月３１日以降定年退職し、定年退職日の翌日から
シニア社員又はシニアリーダー社員（以下、「シニア社員等」と
いう。）として採用される者を対象として新たに特別精励手当を
支払う。

① シニア社員

 

１.精励手当の基準額等

 

　特別精励手当支払日現在雇用中のシニア社員等であって、
定年退職日の属する年の４月１日から７月３１日までの社員とし
ての期間及び定年退職日の属する年の８月１日から９月３０日
までのシニア社員等としての期間に、それぞれ社員について定
められている勤務時間程度勤務した日数（年次有給休暇の日
並びに有給休暇の時間及び日については勤務したものとして
取り扱う。）を合計した日数（以下、「通算勤務日数」という。）が
５０日以上ある者に対し、通算勤務日数区分に応じて支払う。

　特別精励手当の支払額は、次の算式により算定して得た額と
する。ただし、支払額が０円を下回ることとなる場合は０円とする。

４.その他
　勤務日数の算定及び勤務成績額等のその他の取り扱いにつ
いては、精励手当と同様とする。
　なお、特別精励手当の勤務成績額による増額又は減額にあ
たっての調査期間については、定年退職日の属する年の８月１日
から９月３０日までのシニア社員等としての期間とする。

　定年退職日の属する年の別に定める日（冬季精励手当の支
払日と同日とする。）とする。
　なお、２０１８年度は２０１８年１２月１０日とする。

（1）精励手当の基準額を以下のとおりとする。

支払額 ＝ 基準額 ± 勤務成績額

（2）精励手当の勤務成績額（増額）を以下のとおりとする。

【解説】

　通勤手当については、これまで泊まり勤務が中心の職場であれ
ば、ほぼ回数乗車券での認定となっていたが、今回、東京都、埼玉
県、千葉県及び神奈川県のエリアで勤務されている方については、
そもそも当社のエリア外であることの地理的条件の特殊性等を
考慮し、当該エリア手当区分が適用されている社員については、
原則として定期乗車券での認定を受けられることになった。

ア 勤務成績が特に優秀なシニア社員
イ 勤務成績が優秀なシニア社員
ウ 勤務成績が良好なシニア社員

………６万円→
……………４万円→
……………２万円→

１０万円
５万円
２万円

現行 改正

現行 改正

現行 改正

現行 改正

② シニアリーダー社員

 ア 勤務成績が特に優秀なシニアリーダー社員
イ 勤務成績が優秀なシニアリーダー社員
ウ 勤務成績が良好なシニアリーダー社員

１０万円
５万円
２万円

６万円→
……４万円→
……２万円→

① シニア社員

 

（３）精励手当の勤務成績額（減額）を以下のとおりとする。

ア 出勤停止
イ 減給、戒告、訓告及び勤務成績が
　良好でないシニア社員

…………………………………１万円→

……………………５千円→

ア 出勤停止
イ 減給、戒告、訓告及び勤務成績が
　良好でないシニアリーダー社員

…………………………………１万円→

……………５千円→

３万円

１万円

３万円

１万円

② シニアリーダー社員

 

50日以上75日未満

75日以上100日未満

100日以上

２０，０００円 増額

２５，０００円 増額

３０，０００円 増額

勤務日数区分 シニア社員・シニアリーダー社員

● 精励手当基準額の増額
　 （現行制度に対して勤務日数区分により増額）

※ 精励手当１回あたりの金額
　 （結果として、年間ではこの２倍の金額の増となる）

◀以下4面解説に続く
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